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はじめに 

我が国では年間 2,372 万トンの食品廃棄物等が排出され、このうち本来食べられるにもかかわらず廃棄
される「食品ロス」が 522 万トン発⽣している（令和２年度推計）。 

食品ロスの問題は、環境負荷の低減のみならず、持続可能な食料⽣産・消費形態を確保する観点から
も、国内外を問わず対応すべき重要課題となっており、2015 年に国連サミットで採択された「持続可能な開
発のための 2030 アジェンダ」では 2030 年までに食料廃棄を半減させるとの目標も設定されている。我が
国でも、令和元（2019）年７⽉に公表された「食品循環資源の再⽣利⽤等の促進に関する法律」（平
成 12 年法律第 116 号。以下「食品リサイクル法」という。）に基づく基本方針において、事業系食品ロ
ス量を 2000 年度比で 2030 年度までに半減させるとの目標が設定された。また、令和元年 ５ ⽉に成
⽴した「食品ロスの削減の推進に関する法律」（令和元年法律第 19 号）に基づく基本方針（令和 2
年 3 ⽉ 31 ⽇閣議決定）では、上記の半減目標を改めて位置付けるとともに、食品廃棄物等の発⽣量
及び可食部率の捕捉並びにこれに基づく食品ロス発⽣量の推計を継続的に実施することが国の基本的施策
として明記された。

かかる背景のもと、食品リサイクル法に基づく実態調査とともに、平成 26（2014）年度からは 3 年ごとに
可食部と不可食部を区分した食品ロス実態調査が⾏われている。前述の通り、令和２年度推計（令和４
年６⽉９⽇公表）では 522 万トンの食品ロスが発⽣しているとされ、その内訳は食品製造業で 12１万ト
ン、小売業・卸売業で 73 万トン、外食産業で 81 万トン、家庭排出 247 万トンである。一方、令和元
（２０１９）年度対比の増減量は食品製造業が７万トン減、小売業・卸売業が５万トン減、外食産業
が 22万トン減、家庭排出が 14 万トン減となっており、各段階で発⽣抑制が進んでいるように⾒られる。

令和 2 年 1 ⽉以降は新型コロナ感染症の影響が出始めた時期でもあり、外食機会の減少や家庭調理
での加⼯食品利⽤の増加という要因も背景にはあるが、全体の食品ロス量の 2３％、事業系の食品ロス量
の 4４％を占める食品製造業での更なる発⽣抑制が 2030 年度までの半減目標の達成には⽋かすことが
できないため、その具体的な要因分析と対策の検討が求められている。これまでの実態調査は全ての食品事
業者を一律の区分で整理せざるを得ない事情から個別業種の実情把握が困難であり、その実情把握のため
には、まずは傾向的に排出量の多い業種を特定した上で、その詳細調査と分析が必要となる。 
かかる状況に鑑み、本事業は、関連団体等のご理解とご協⼒を得て、特定業種に対しそれぞれの実情に

応じた調査分析を⾏うとともに、具体的な削減対策やフードバンク活動等との連携の可能性を検討し、その成
果を対象業種の事業者に限らず広く食品産業関連事業者や一般消費者へも周知するなど、食品ロス削減
に資する情報の提供を意図したものである。 

本事業の実施・運営に当たっては、⽜久保明邦・東京農業⼤学名誉教授、小林富雄・⽇本⼥⼦⼤学教
授、柚⼭義⼈・一般社団法⼈⽇本有機資源協会専務理事にご指導いただくとともに、井出留美・（株） 
office3.11 代表取締役とともに本報告書にも寄稿いただいた。 

業種別調査の実施に当たっては、一般財団法⼈全国豆腐連合会、⽇本豆腐協会、一般社団法⼈⽇
本パン⼯業会、全⽇本パン協同組合連合会、全⽇本菓⼦協会、全⽇本洋菓⼦⼯業会、全国和菓⼦協
会、全国製麺協同組合連合会、全国乾麺協同組合連合会の各業種別団体のご担当者様から業種別ワ 
ーキンググループで貴重なご示唆をいただくとともに、各団体傘下の会員様には、アンケート調査及びヒアリング
への多⼤なご協⼒をいただいた。また、業種別説明会及び新技術を活⽤した食品ロス削減ビジネス交流会で
は多くの方々にご講演いただいた。さらに、それぞれの業種別説明会等で多くの方々に会場又は WEB でご参
加いただいた。 

本事業は、こうした皆様のご指導とご協⼒がなければ実施できなかったものであり、結びとして、⼼よりの感
謝を申し上げる次第である。 
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１ 事業の概要 

１－１ 事業の背景と目的

食品廃棄物等の実態把握については、食品リサイクル法に基づく定期報告とともに、平成 26
（2014）年度からは 3 年ごとに「食品産業リサイクル状況等調査」（食品関連事業者における
食品廃棄物等の可食部・不可食部の量の把握等調査）が実施され、可食部と不可食部を区
分した食品ロス実態調査が⾏われている。この調査を基にした令和２年度推計（令和４年６⽉
９⽇農林⽔産省公表）では５２２万トンの食品ロスが発⽣しているとされ、その内訳は食品製
造業で 12１万トン、小売業・卸売業で 7３万トン、外食産業で８１万トン、家庭排出 2４７
万トンである。一方、令和元（201９）年度対比の増減量は食品製造業が７万トン減、小売
業・卸売業が５万トン減、外食産業が２２万トン減、家庭排出が 1４万トン減となっている。 

令和 2 年 1 ⽉以降は新型コロナ感染症の影響が出始めた時期でもあり、外食機会の減少や
家庭調理での加⼯食品利⽤の増加という要因も背景にはあるが、全体の食品ロス量の 2３％、
事業系の食品ロス量の 4４％を占める食品製造業での更なる発⽣抑制が 2030 年度までの半
減目標の達成には⽋かすことができないため、その具体的な要因分析と対策の検討が求められて
いる。これまでの実態調査は全ての食品事業者を一律の区分で整理せざるを得ない事情から個
別業種の実情把握が困難であり、その実情把握のためには、まずは傾向的に排出量の多い業種
を特定した上で、その詳細調査と分析が必要となる。 

出典：農林水産省 「食品ロスリサイクルをめぐる情勢」（令和５年１月）

１－２ 事業の実施方法

本事業では、食品製造業における多様な食品ロス発⽣要因を把握・分析し、業務実態に応じ
た削減対策やフードバンク等活動との連携のための取組を検討する。対象とする業種は、食品ロス
発⽣量の推計値等の⼤きさとともに消費期限・賞味期限が短い特徴を持つ商品という視点から選
定する。 

 これまでの全業種を対象とした継続性と共通性を必須要件とした従来の調査では整理し得な
かった「業種や⼯程の事情に応じた細分化した調査・分析」を実施するとともに、削減対策事例や
フードバンクとの連携の事例を収集し実現のための要件や課題を明らかにする。また、得られた情報
を関連業種団体と連携し説明会等により広く周知する。

＜実施方法の詳細＞ 

１． 対象業種ごとの食品ロスの発⽣要因の把握・分析 

（１）基礎調査・既存情報整理
〇食品リサイクル法に基づく定期報告及び「令和２年度食品産業リサイクル

状況等調査」の結果から今回対象とする業種について検証する。 
〇必要に応じて対象業種事業者へのヒアリングを⾏う。 
〇対象業種の食品ロス発⽣要因の仮説を⽴て、これに基づきアンケート調

査項目を整理する。 
（２）事業者調査（アンケート・実地調査）

〇対象業種の事業者に対し(1)で整理した内容でアンケート調査を⾏う。
〇回答事業者のうち追加調査に協⼒する事業者に対し、業種と規模に応

じた複数の事業者への追加調査を⾏う。 
（３）調査結果の整理分析

〇調査によって得られた情報を統計分析により整理を⾏う。
〇業種ごとの実情に合わせ取扱い製品に応じた区分の細分化や⼯程ならび

に発⽣要因の明確化を図る。 
〇業種ごとに定性的な情報を加味した発⽣要因の分析を関連事業者ある

いは団体等からの意⾒を交えたうえで⾏う。 

２． 業種実態に応じた削減対策やフードバンク等活動との連携の検討 

（１）収集された削減対策やフードバンク連携の実施要件の整理
〇調査分析で得られた結果を基に削減対策やフードバンク連携の実績

を整理するとともに、実現するための要件を整理する。 
（２）削減対策やフードバンク連携の実施可能性の検討

〇関連事業者あるいは団体等とともに（１）の要件の妥当性と実現
可能性の検討を⾏う。 

－ 2－－ 1－



１ 事業の概要 

１－１ 事業の背景と目的

食品廃棄物等の実態把握については、食品リサイクル法に基づく定期報告とともに、平成 26
（2014）年度からは 3 年ごとに「食品産業リサイクル状況等調査」（食品関連事業者における
食品廃棄物等の可食部・不可食部の量の把握等調査）が実施され、可食部と不可食部を区
分した食品ロス実態調査が⾏われている。この調査を基にした令和２年度推計（令和４年６⽉
９⽇農林⽔産省公表）では５２２万トンの食品ロスが発⽣しているとされ、その内訳は食品製
造業で 12１万トン、小売業・卸売業で 7３万トン、外食産業で８１万トン、家庭排出 2４７
万トンである。一方、令和元（201９）年度対比の増減量は食品製造業が７万トン減、小売
業・卸売業が５万トン減、外食産業が２２万トン減、家庭排出が 1４万トン減となっている。 

令和 2 年 1 ⽉以降は新型コロナ感染症の影響が出始めた時期でもあり、外食機会の減少や
家庭調理での加⼯食品利⽤の増加という要因も背景にはあるが、全体の食品ロス量の 2３％、
事業系の食品ロス量の 4４％を占める食品製造業での更なる発⽣抑制が 2030 年度までの半
減目標の達成には⽋かすことができないため、その具体的な要因分析と対策の検討が求められて
いる。これまでの実態調査は全ての食品事業者を一律の区分で整理せざるを得ない事情から個
別業種の実情把握が困難であり、その実情把握のためには、まずは傾向的に排出量の多い業種
を特定した上で、その詳細調査と分析が必要となる。 

出典：農林水産省 「食品ロスリサイクルをめぐる情勢」（令和５年１月）

１－２ 事業の実施方法

本事業では、食品製造業における多様な食品ロス発⽣要因を把握・分析し、業務実態に応じ
た削減対策やフードバンク等活動との連携のための取組を検討する。対象とする業種は、食品ロス
発⽣量の推計値等の⼤きさとともに消費期限・賞味期限が短い特徴を持つ商品という視点から選
定する。 

 これまでの全業種を対象とした継続性と共通性を必須要件とした従来の調査では整理し得な
かった「業種や⼯程の事情に応じた細分化した調査・分析」を実施するとともに、削減対策事例や
フードバンクとの連携の事例を収集し実現のための要件や課題を明らかにする。また、得られた情報
を関連業種団体と連携し説明会等により広く周知する。

＜実施方法の詳細＞ 

１． 対象業種ごとの食品ロスの発⽣要因の把握・分析 

（１）基礎調査・既存情報整理
〇食品リサイクル法に基づく定期報告及び「令和２年度食品産業リサイクル

状況等調査」の結果から今回対象とする業種について検証する。 
〇必要に応じて対象業種事業者へのヒアリングを⾏う。 
〇対象業種の食品ロス発⽣要因の仮説を⽴て、これに基づきアンケート調

査項目を整理する。 
（２）事業者調査（アンケート・実地調査）

〇対象業種の事業者に対し(1)で整理した内容でアンケート調査を⾏う。
〇回答事業者のうち追加調査に協⼒する事業者に対し、業種と規模に応

じた複数の事業者への追加調査を⾏う。 
（３）調査結果の整理分析

〇調査によって得られた情報を統計分析により整理を⾏う。
〇業種ごとの実情に合わせ取扱い製品に応じた区分の細分化や⼯程ならび

に発⽣要因の明確化を図る。 
〇業種ごとに定性的な情報を加味した発⽣要因の分析を関連事業者ある

いは団体等からの意⾒を交えたうえで⾏う。 

２． 業種実態に応じた削減対策やフードバンク等活動との連携の検討 

（１）収集された削減対策やフードバンク連携の実施要件の整理
〇調査分析で得られた結果を基に削減対策やフードバンク連携の実績

を整理するとともに、実現するための要件を整理する。 
（２）削減対策やフードバンク連携の実施可能性の検討

〇関連事業者あるいは団体等とともに（１）の要件の妥当性と実現
可能性の検討を⾏う。 

－ 2－－ 1－



３． 調査結果および削減対策やフードバンク等連携の周知公開 

（１）農林⽔産省および当センターホームページ掲載
〇本事業で得られた情報ならびに分析結果等の資料は農林⽔産省で指定

するホームページおよび当センターホームページに掲載し周知を図る。 
（２）関連事業者を対象とした説明会等開催

〇本事業で得られた情報ならびに検討結果を関連団体とともに説明会を開き
広く関連事業者へ周知する。 

〇開催は対象４業種およびフードバンク関連団体等と連携し実施する。 
（３）食品関連展示会への出展

〇本事業の内容のみでなく、これまで実施されてきた農林⽔産省での食品ロ
ス削減の取組み実績を含め周知する。

〇開催は３か所程度で実施する。 

＜委員会等の設置＞ 

◎食品ロス削減対策検討委員会
〇実施内容２．（２）で⾏う削減対策やフードバンク連携の実施可能性を

検証するため  「食品ロス削減対策検討委員会」を設置する。 
〇当該委員会は有識者ならびに関連事業者あるいは団体等で構成する。 

◎ワーキンググループ
〇実施内容１．調査分析ならびに２．削減対策やフードバンク連携の検討

にあたっては、業種ごとに異なる要素や実情が存在することを勘案し、業種毎
の「ワーキンググループ」を設置する。 

＜実施体制＞ 

＜事業の全体像＞ 
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２ 調査内容 

２－１ 調査対象 

本事業で対象とする業種は、食品ロス発⽣量の推計値等の⼤きさとともに消費期限・賞味期
限が短い特徴を持つ商品という視点から以下の４業種を選定した。 
＜対象業種＞ 

① 豆腐・油揚製造業 
② パン製造業 
③ 菓⼦製造業 
④ 麺類製造業 

※「すし弁当調理パン製造業」については事業者の形態と食品種類が多岐にわたり調
査項目の整理が困難であることから今回の対象から除外した。 

 
 
 

２－２ 調査の方法                 

① アンケート調査 
対象業種ごとに設置する「ワーキンググループ」にて業種の特徴に応じて以下の各項目を
把握するためのアンケート内容をワーキンググループの協⼒のもとで整理した。 

１）事業者特性  ︓ 従業員数、出荷額、取扱い商品、販売先 
２）マテリアルフロー ︓ 取扱い商品ごとの原材料投⼊量、⽣産量、ロス発⽣量 
３）ロス発⽣要因  ︓ ⼯程ごとのロス発⽣量と要因 
４）抑制活⽤状況 ︓ ロスの発⽣抑制や利活⽤状況の定量・定性把握 
 

② ヒアリング調査 
アンケート調査の回答内容の精査ならびに特色のある取組みなどを事業者から聞き取

り調査を⾏い定性情報としてアンケート調査結果の分析に活⽤する。また、事業者への

出典：「令和２年度食品産業リサイクル状況等調査委託事業（食品関連事業者における食品廃棄物
等の可食部・不可食部の量の把握等調査）報告書」 から食品産業センターでグラフ化 

食品ロス発⽣抑制や利活⽤のヒアリングとともに、新しい技術情報の収集を⾏い事業者
の参考情報として整理する。 

また、フードバンク等の食品支援の動向について情報収集し食品寄贈を拡⼤するため
に必要な要件や支援内容を整理する。 

１）製造事業者 ︓ ロス発⽣に関する定量・定性情報ならびに抑制利活⽤状況 
２）新技術調査  ︓ 食品ロス発⽣抑制や利活⽤に係る技術情報 
３）フードバンク等 ︓ 活動や連携の状況と課題 
 

③ 調査の全体像 
本事業の調査では、「業種ごとの特徴に合わせた調査」を前提として以下の項目を把握す

るための調査項目を整理する。それぞれのポイントは以下の通り。 
 〇０ 「業種」ごとの調査       業種ごとの特徴に合わせた調査内容  
 〇１ 事業者の属性         どのような特徴が未利⽤食材等の発⽣に関連するか   
 〇２ 未利⽤食品の発⽣状況   どこで（製造⼯程・在庫商品）、何が、どのくらい 
 〇３ 発⽣の要因・原因       どのような原因で発⽣ 
 〇４ 発⽣抑制や活⽤        どのような⼯夫が⾏われているか 
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３ 食品製造業全体の状況 

３－１ 食品製造業の動向 

① 食品製造業の出荷額推移

「⼯業統計」（経済産業省）によると２０００年度以降横ばいであった⾷品製造業の出荷額は２０
１４年度（消費税率変更）以降インバウンド消費の影響もあり伸⻑し２０１９年度では３０兆円を超
えている。直近の状況では、「⾷料・農業・農村⽩書」（農林⽔産省令和３年度）によると２０２０年
度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により外⾷産業が大きな影響を受けたことから、⾷品産業全体
では前年⽐でおよそ９兆円減少した。⾷品製造業では清涼飲料や酒類の⼯場出荷額が減少したこと等か
ら前年と⽐べ２．８%減少の 36 兆 6 千億円となった。

出所︓経済産業省「⼯業統計表 産業別統計表」から⾷品産業センターでグラフ化 

出所︓農林⽔産省「⾷料・農業・農村⽩書」（令和３年度） 

② 品目別の推移

「⾷料・農業・農村⽩書」（農林⽔産省令和３年度）によると、⼈⼝減少が進⾏している中、単身世
帯や共働き世帯の増加に伴い⾷の外部化が一層進むと予想される。総世帯における⾷料消費⽀出の内
訳の変化を⾒ると、⽣鮮⾷品や外⾷への⽀出割合が減少する一⽅、調理⾷品や加⼯⾷品、飲料への⽀
出割合は増加する⾒込みで同⽩書では 2040 年までの将来予測が⽰されている。
 また総務省「家計調査」で１世帯当たりの⾷料品消費⾦額の推移を⾒ても「調理⾷品」「乳製品」「飲
料」は毎年増加しており、「菓⼦」「パン」についても近年増加している。一⽅で「⿂介類」の消費⾦額は低下
が続いており、「⽣鮮野菜」も 2019 年度に大きく低下している。 

出所︓農林⽔産省「⾷料・農業・農村⽩書」（令和２年度） 

出所︓総務省「家計調査」から⾷品産業センターでグラフ化 
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③ 販売先の推移

同⽩書によると、⾷料品の販売先ごとの構成では、スーパーマーケットでの販売額が最も大きく、次いでコ
ンビニエンスストア（CVS）、ドラッグストア、百貨店の順となっている。また、販売額の伸び率ではドラッグス
トアの伸び率がもっとも大きく２０１４年度⽐で２０１９年度は１５８％となっており、次いでコンビニエ
ンスストア１１９％、スーパーマーケットの１０９％となっている。

出所︓農林⽔産省「⾷料・農業・農村⽩書」（令和２年度） 

④ 事業者規模の推移

⾷品製造業全体において出荷額の増加に対し事業所数は減少しており、2000 年度に対する 2019
年度の事業者数は６５％に減少、1 事業所あたりの出荷額は１９３％に増加している。この傾向は業種
別でも同様で⼩規模事業者が減少し大規模事業者への統廃合が進んでいるものと⾒られる。

出所︓経済産業省「⼯業統計表 産業別統計表」から⾷品産業センターでグラフ化 

３－２ 食品廃棄物・食品ロスの状況 

① 食品廃棄物等の抑制に係る法制度※

天然資源の消費抑制と環境負荷低減を目指す持続可能な循環型社会の構築が求められるようになり、
環境基本法の理念に基づいた「循環型社会形成推進基本法」が２０００年に制定された。⾷品関連業
界においても、⾷品廃棄物等の発⽣量が増大する一⽅、資源として活⽤できる有⽤なものがあるにもかか
わらず、その有効な利⽤が⼗分に⾏われていない状況にあり、⾷品関連事業者を対象とした「⾷品循環資
源の再⽣利⽤等の促進に関する法律」（平成 12 年法律第 116 号 通称︓⾷品リサイクル法）が２０
０１年５⽉に施⾏された。
本法の目的は、⾷品循環資源の再⽣利⽤及び熱回収並びに⾷品廃棄物等の発⽣の抑制及び減量に

関し基本的な事項を定めるとともに、⾷品関連事業者（製造、流通、外⾷等）による⾷品循環資源の再
⽣利⽤を促進するための措置を講ずることにより、⾷品に係る資源の有効な利⽤の確保及び⾷品に係る廃
棄物の排出の抑制を図るとともに、⾷品製造業等の事業の健全な発展を促進し、もって⽣活環境の保全
及び国⺠経済の健全な発展に寄与することを目的としている。 
⾷品廃棄物等とは、「⾷品が⾷⽤に供された後に、又は⾷⽤に供されずに廃棄されたもの」あるいは「⾷品

の製造、加⼯又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち⾷⽤に供することができないもの」と定
義されている。また、「⾷品廃棄物等」の「等」とは、⾷品廃棄物等には、廃棄物処理法に定められた廃棄
物が大部分を占めるが、⾷品製造⼯程等で発⽣する動植物性の残さで、飼料等の原料として有償で取引
されるもの（有価物）を含んでいることから、⾷品リサイクル法では「⾷品廃棄物等」としている。 
「⾷品循環資源」とは、循環型社会形成推進基本法にある廃棄物のうち有⽤なものは「循環資源」と位

置付けた概念で、⾷品廃棄物等のうち有⽤なものをいう。「有⽤なもの」とは、再⽣利⽤等で、
飼料、肥料その他エネルギー等の原材料として活⽤される⾷品廃棄物をいう。 
⾷品ロス削減に関しては、２０１９年（令和元年）に同法の基本⽅針に「⾷品ロスの削減」

が明記されるとともに、「⾷品ロスの削減の推進に関する法律」(略称 ⾷品ロス削減推進法)が
２０１９年（令和元年）10 ⽉に施⾏され推進されることになった。 
※︓本報告書コラム「⾷品リサイクル法制定の経緯と⾷品廃棄物削減施策」（牛久保明邦氏）から抜粋。

出典︓農林⽔産省「⾷品ロス及びリサイクルをめぐる情勢」（令和５年１⽉） 
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出所︓農林⽔産省「⾷料・農業・農村⽩書」（令和２年度） 

④ 事業者規模の推移

⾷品製造業全体において出荷額の増加に対し事業所数は減少しており、2000 年度に対する 2019
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出所︓経済産業省「⼯業統計表 産業別統計表」から⾷品産業センターでグラフ化 

３－２ 食品廃棄物・食品ロスの状況 

① 食品廃棄物等の抑制に係る法制度※

天然資源の消費抑制と環境負荷低減を目指す持続可能な循環型社会の構築が求められるようになり、
環境基本法の理念に基づいた「循環型社会形成推進基本法」が２０００年に制定された。⾷品関連業
界においても、⾷品廃棄物等の発⽣量が増大する一⽅、資源として活⽤できる有⽤なものがあるにもかか
わらず、その有効な利⽤が⼗分に⾏われていない状況にあり、⾷品関連事業者を対象とした「⾷品循環資
源の再⽣利⽤等の促進に関する法律」（平成 12 年法律第 116 号 通称︓⾷品リサイクル法）が２０
０１年５⽉に施⾏された。
本法の目的は、⾷品循環資源の再⽣利⽤及び熱回収並びに⾷品廃棄物等の発⽣の抑制及び減量に

関し基本的な事項を定めるとともに、⾷品関連事業者（製造、流通、外⾷等）による⾷品循環資源の再
⽣利⽤を促進するための措置を講ずることにより、⾷品に係る資源の有効な利⽤の確保及び⾷品に係る廃
棄物の排出の抑制を図るとともに、⾷品製造業等の事業の健全な発展を促進し、もって⽣活環境の保全
及び国⺠経済の健全な発展に寄与することを目的としている。 
⾷品廃棄物等とは、「⾷品が⾷⽤に供された後に、又は⾷⽤に供されずに廃棄されたもの」あるいは「⾷品

の製造、加⼯又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち⾷⽤に供することができないもの」と定
義されている。また、「⾷品廃棄物等」の「等」とは、⾷品廃棄物等には、廃棄物処理法に定められた廃棄
物が大部分を占めるが、⾷品製造⼯程等で発⽣する動植物性の残さで、飼料等の原料として有償で取引
されるもの（有価物）を含んでいることから、⾷品リサイクル法では「⾷品廃棄物等」としている。 
「⾷品循環資源」とは、循環型社会形成推進基本法にある廃棄物のうち有⽤なものは「循環資源」と位

置付けた概念で、⾷品廃棄物等のうち有⽤なものをいう。「有⽤なもの」とは、再⽣利⽤等で、
飼料、肥料その他エネルギー等の原材料として活⽤される⾷品廃棄物をいう。 
⾷品ロス削減に関しては、２０１９年（令和元年）に同法の基本⽅針に「⾷品ロスの削減」

が明記されるとともに、「⾷品ロスの削減の推進に関する法律」(略称 ⾷品ロス削減推進法)が
２０１９年（令和元年）10 ⽉に施⾏され推進されることになった。 
※︓本報告書コラム「⾷品リサイクル法制定の経緯と⾷品廃棄物削減施策」（牛久保明邦氏）から抜粋。

出典︓農林⽔産省「⾷品ロス及びリサイクルをめぐる情勢」（令和５年１⽉） 
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出典︓農林⽔産省「⾷品ロス及びリサイクルをめぐる情勢」（令和５年１⽉） 

② 食品廃棄物等の発生状況

⾷品リサイクル法に基づき、２００９年度（平成 21 年度）から⾷品廃棄物等多量発⽣事業者（⾷
品廃棄物等の前年度の発⽣量が 100 トン以上の⾷品関連事業者）は、毎年度、主務大⾂に対し⾷品
廃棄物等の発⽣量や⾷品循環資源の再⽣利⽤等の状況を報告することが義務付けられている。
 また、２０１４年（平成 26 年）から 26 業種、また２０１５年（平成 27 年）から 5 業種について 
「⾷品廃棄物等の発⽣抑制の目標値」（基準発⽣原単位）が設定され、２０１９年（令和元年）に、
このうち 19 業種で⾒直しをするとともに新たに 3 業種で設定がされた。該当業種については、⾷品廃棄物
等の単位当たりの発⽣量がこの目標値以下になるよう努⼒が求められる。 

同法の「定期報告」による⾷品廃棄物等の推移を下記のグラフに⽰すが、前項に記した通り⾷品製造業
の出荷額は年々増加しているにも関わらず、⾷品廃棄物等の発⽣量は毎年減少している。 

出典︓農林⽔産省「⾷品ロス及びリサイクルをめぐる情勢」（令和５年１⽉） 

出典︓農林⽔産省公開情報を基に⾷品産業センターで作成 
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特に 2020 年（令和２年）は新型コロナウィルス感染症の感染拡大による外⾷産業への影響が大きく、
⾷品廃棄物等の発⽣量も前年⽐約７．５％減少の１，６２４トンとなった。 

発⽣抑制目標値の設定業種が増え、目標値の引き上げがなされるなど⾷品廃棄物等の抑制への取組
みが進んでいることがうかがえる。また基準発⽣原単位の公表に同意する事業者数は２０１９年度（令
和元年）では多くの業種で前年度から倍増している。 

「再⽣利⽤等実施率」（リサイクル率）について⾷品製造業では目標値の９５％を維持しており、発⽣
した⾷品廃棄物等の活⽤に積極的に取り組んでいることがわかる。 

 

 
⾷品ロスの発⽣量は農林⽔産省で３年ごとに実施されている「⾷品産業リサイクル状況等調査（⾷品

関連事業者における⾷品廃棄物等の可⾷部・不可⾷部の量の把握等調査）」の結果を基に推計されて
おり、令和２年度の推計値では⾷品製造業での⾷品廃棄物等発⽣量１，３３９万トンのうち約９％の
１２１万トンが⾷品ロスとされている。 

 
 

出典︓農林⽔産省「⾷品ロス及びリサイクルをめぐる情勢」（令和５年１⽉） 

出典︓農林⽔産省「⾷品ロス及びリサイクルをめぐる情勢」（令和５年１⽉） 

⾷品ロス量の推移を⾒ると、⾷品廃棄物等の発⽣量と同様に毎年削減が進んでいることがわかる。但し
前出の通り 3 年ごとの調査であるため、その間は同一業種での⾷品ロス率は同一の数値が使⽤されている
ため⾷品廃棄物等発⽣量の増減にあわせて⾷品ロス量が増減する。 

 

 
令和 2 年度に実施された「⾷品産業リサイクル状況等調査（⾷品関連事業者における⾷品廃棄物等

の可⾷部・不可⾷部の量の把握等調査）」の結果を基に⾷品製造業の各業種の⾷品廃棄物等多量発
⽣事業者（⾷品廃棄物等の前年度の発⽣量が 100 トン以上の⾷品関連事業者）での⾷品廃棄物等
の発⽣量と⾷品ロス推計値を下記のグラフにまとめた。この調査では「おから」や「パンの耳」などのように副産
物で「本来たべられるもの」が⾷品ロスと定義されている。 

 
 

 

出典︓農林⽔産省「⾷品ロス及びリサイクルをめぐる情勢」（令和５年１⽉） 

出典：「令和２年度食品産業リサイクル状況等調査委託事業（食品関連事業者における食品廃棄物
等の可食部・不可食部の量の把握等調査）報告書」 から食品産業センターでグラフ化 
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